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審

査

の

基

本

姿

勢 

1. 審査の基本方針 

審査官は、特許出願に

ついて、特許権が付与さ

れるべきものかどうか

に関する実体的な審査

を行う。審査官には、高

度な専門知識のもとに、

公正な判断を行うこと

が求められる。 
 

審査にあたっては、特

に以下の点に留意する。 
(1)迅速性、的確性、公

平性及び透明性を確保

することに留意し、審査

基準等の指針に則って、

統一のとれた審査をす

る。 
(2)先行技術調査及び特

許性の判断に関し、審査

の質の維持と一層の向

上に努める。技術の複合

C 部 実体審査での手

続に関する便覧 

第 I章 序文 

2. 審査官の業務 

審査官の心構えは、非

常に重要である。審査官

は、常に建設的で役立つ

よう努めるべきである。

審査官が出願における

重大な欠陥を見逃すこ

とは、当然完全な誤りで

あるが、審査官は、常に

均整の取れた見方をす

べきであって、重要でな

い拒絶理由を深追いす

べきでない。審査官は、

欧州特許条約の要件に

従い、欧州出願の明細書

及びクレームの作成が

出願人又はその代理人

の責任であることに留

意すべきである。 

702.01 明らかに不備

のある事例 

… 
(D) クレームに不備が

ある場合に、特許法第

112条にいう方法で発

明を特徴付けていない

として当該クレームを

拒絶する。通常は、包括

的拒絶で十分である。  
審査官は、明細書及びク

レームにおける不備の

箇所を指摘するように

しなければならない。出

願人は、完全な審査が受

けられるよう出願を適

切な形に修正する責任

を負う。 

 

706 クレームの拒絶 

…本便覧のこの部分は、

クレーム拒絶の手続を

 第８部 ポジティブ審

査基準 

第１章 補正方向の提

示によるポジティブ審

査 

1.概要 

 審査官は、拒絶理由の

通知時に補正方向を提

示して、出願人が適正な

権利を迅速に確保する

ようにすることができ

る。 

 

第２章 職権訂正 

1.職権補正制度の概要 

 …しかし、明細書等を

明確に記載する責任は

原則的に出願人にあり、

特許法第 47 条で補正を

することができる者、補

正が可能な期間及び範

囲を厳格に定めている

第３章 国際予備審査

段階の概要 

3.05 審査官の姿勢は非

常に重要である。審査官

は、常に建設的で役立つ

ように努めなければな

らない。審査官は、PCT
に規定する要件にした

がって国際出願の明細

書及びクレームを作成

することは、出願人もし

くはその委任代理人の

責務であることに留意

すべきである。 
 
第４章 国際出願の内

容 

4.21 …。明細書を明確

かつ完全なものとして

記載する責任は出願人

にあるため、審査官は、

明細書の記載を拒絶す
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化・高度化を踏まえ、各

審査官の知見を相互に

活用しながら、先行技術

調査及び特許性の判断

を行う。 
(3)出願人 (代理人を含

む。以下同じ。)との意

思疎通の確保に留意し

つつ、効率的な審査をす

る。 

 

C 部 実体審査での手

続に関する便覧 

第Ⅳ章 答弁の審査及

び後の審査段階 

3. 答弁審査時の新た

なアクション 

… 
しかしながら、大抵の場

合、出願人からの答弁を

審査した結果、手続を肯

定的な結論に導く良好

な見込みが、つまり特許

査定という形で、あるこ

とが判明する。このよう

な場合、審査官は、出願

に依然として拒絶の理

由がある場合でも、書面

による新たな通知の送

付、電話による意見交

換、面接など、最善の方

法で拒絶の理由を解消

できるよう検討すべき

説明するが、審査官は、

発明を適切に記載して

いるクレームを特許す

るという自らの役割の

重要性を決して見落と

してはならない。  
 
特許規則 1.104 審査

の内容 
… 
II．形式における不備又

は限定の脱漏；他の点で

は特許可能なクレーム 

出願が特許可能な主

題を開示しており、ま

た、そのクレーム及び出

願人の主張から、そのク

レームは特許可能な主

題を対象としていると

思われるが、現在のクレ

ームは、形式における不

備又は発明を限定する

事項の欠落が理由とな

点を考慮するとき、審査

官による職権補正制度

は出願人による補正の

例外として制限された

範囲内で補充的に運営

される必要がある。 

るか否かについての見

解を示すべきである。 
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である。  り、許可を受けることが

できない場合は、審査官

は、そのクレームについ

ての単なる形式不備拒

絶又は特許性拒絶に留

まるべきではない。審査

官の行動は、本質的に建

設的でなければならず、

また、可能な場合は、補

正のための明確な示唆

をすべきである。 

先

行

技

術

調

査

｜

調

査

の

除

外

対

象

｜ 

 

2.先行技術調査 

2.1 調査対象 

(3)調査対象から除外し

てもよい発明 
以下に示すような発

明については、調査対象

から除外してもよい。 
①新規事項が追加され

ていることが明らかな

発明(第 17 条の 2 第 3
項違反) 
②不特許事由があるこ

B 部 調査のための便

覧 

第Ⅲ章 調査の特徴 

3.6 広範なクレーム 

「出願において十分に

開示(第 83 条)」され、

「明細書により裏付さ

れている(第 84 条)」と

いう規定の範囲を超え

る、不当に広い又は不明

確なクレームを調査す

るために特別な努力を

704 調査及び情報請求 

704.01 調査 

審査官は、明細書及び

クレームを読んだ後、先

行技術の調査をする。調

査の主題については

MPEP 第 900 章で詳述

する。特に MPEP§904
から§904.03 までを参

照のこと。発明は、調査

が開始される前に完全

に理解されなければな

第二部分 実体審査 

第７章 検索 

10. 検索の必要がない

場合  

ある出願の全ての主

題が以下に挙げられる

状況の 1 つに当たる場

合、審査官は当該出願に

ついて検索を行わなく

ても良い。  
(1) 専利法 5 条又は 25
条に規定されて専利権

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

3.2 調査から除外され

る場合 

 次の場合には、先行技

術調査を行わない、又は

必要な範囲内でのみ先

行技術調査を行うこと

ができる。審査官は先行

技術調査をしない場合、

その旨を意見提出通知

書の参考事項として記

第９章 国再調査及び

国際予備審査からの除

外及び制限 
9.01 国際調査機関及

び国際予備審査機関の

目的は、可能な限り完全

な国際調査報告及び特

許性に関する国際予備

報告を作成することと

すべきである。しかしな

がら、国際調査報告が作

成されない状況、又は国



参考資料２ 

5 
 

 日本の審査基準 欧州のガイドライン 米国のＭＰＥＰ 中国の審査指南 韓国の審査指針書 ＰＣＴガイドライン 

とが明らかな発明(第32
条違反) 
③第 2 条に規定する発

明に該当しないことが

明らかなもの、産業上利

用することができる発

明に該当しないことが

明らかである発明(第29
条第 1 項柱書違反) 
④発明の詳細な説明及

び図面を参酌しても発

明を把握することがで

きない程度に請求項の

記載が明確でない発明

(第 36条第 6項第 2号違

反) 
⑤請求項に係る発明に

ついて、発明の詳細な説

明が当業者がその実施

をすることができる程

度に明確かつ十分に記

載されていない場合に

おいて、当業者がその実

払う必要はない。 

… 

3.11 調査対象から除外

される主題 

審査官は、一定の主題

を調査対象から除外す

ることができる。この除

外は、特許性若しくは産

業上の利用性の除外に

関する欧州特許条約の

規定を遵守しない一定

の主題に起因する 
(B-VIII、1 及び 2 参照)。
この除外は、複数のクレ

ームの一部若しくは全

部、又は 1 のクレームの

一部について、有意義な

調査が不可能となる程

度まで、出願が欧州特許

条約の規定を遵守して

いない場合(B-VIII、3
参照)、又は出願が規則

43(2)を遵守していない

らない。ただし、不備が

ある場合や、処置をする

ために通常の手順で審

査官に回付された時点

で完全には理解できな

い場合も、手続の断片化

を避けるために調査す

る。 

を付与しない状況に当

たる；  
(2) 専利法 2条 2項の規

定に合致しない；  
(3) 実用性を具備しな

い；  
(4) 説明書と権利要求

書では当該出願の主題

について明確、完全な説

明を行っていないため、

属する技術分野の技術

者が実現できない。  
 

(参考) 
中国の専理法 
第二条 本法でいう発明

創造とは発明、実用新

案、意匠を指す。 
発明とは、製品、方法又

はその改善に対して行

われる新たな技術方案

を指す。 
… 

載する。 
①特許法第 47 条の規

定による新規事項が追

加されている発明 
②特許法第 32 条の規

定により特許を受ける

ことができない発明 
③未完成発明、又は産業

上利用することができ

ない発明 
④特許法第 45 条によ

る発明の一特許出願の

範囲を満たしていない

出願の場合、審査を行っ

た群に属しない発明 
この場合、優先して特許

法第 45 条違反による

拒絶理由を通知し、出願

人の対応を待つことが

できる。 
⑤明細書の記載が著し

く不備であって、発明の

内容を把握することが

際調査報告、見解書、国

際予備審査報告が、通常

は取り扱うであろう主

題事項の一部しか対象

としない状況がある。こ

れは、国際出願が機関に

おいて取り扱うことを

要さない主題事項を含

んでいる(…)、あるい

は、全て若しくは一部の

クレームについて有意

義な調査を行うことが

できる程度にまで、明細

書、クレーム若しくは図

面の明瞭性、又は明細書

によるクレームの裏付

けといった要件を満た

していない(…)、のいず

れかの理由による。第

17 条(2)(a)(ii)の「有意義

な調査」という文言に

は、クレームに係る発明

が実体的要件、すなわ
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施をすることができる

程度に明確かつ十分に

記載されていない部分

(第 36条第 4項第 1号違

反) 
⑥請求項に係る発明が、

発明の詳細な説明にお

いて発明の課題が解決

できることを当業者が

認識できる程度に記載

された範囲を超えてい

る場合において、その

「記載された範囲を超

えている」部分(第 36 条

第 6 項第 1 号違反) 

場合にも生じる

(B-VIII、3 参照)。 
 
(参考) 
第Ⅷ章 調査対象とな

らない主題 

2. 特定の技術分野に関

する検討 

2.1 外科的若しくは治

療的手段による人体又

は動物体の処置方法並

びに人体又は動物体に

施される診断方法 

 クレームが医学的処

置方法として作成され

ており(G-II、4.2 参照)、
そのためこのクレーム

が特許性のある主題の

対象外であっても、決め

手となる技術的特徴が

調査可能な物質の効果

であれば、有意義な調査

は可能であり、よって規

 
第五条 法律と公序良

俗に違反したり、公共利

益を妨害したりする発

明創造に対しては、 
特許権を付与しない。 
法律と行政法規の規定

に違反して遺伝資源を

獲得し、または利用し、

当該遺伝資源に依 
存して完成したりした

発明創造に対しては、特

許権を付与しない。 
 
第二十五条 以下に掲

げる各号には特許権を

付与しない。 
(一)科学上の発見 
(二)知的活動の規則及

び方法 
(三)疾病の診断及び治

療方法 
(四)動物と植物の品種 

できない場合 
明細書の記載不備の

程度が軽微であって発

明の内容を把握するこ

とができるときには、発

明の内容の把握が可能

な範囲内で先行技術調

査を行う。 
 
(参考) 
第 32 条(特許を受ける

ことができない発明 ) 
公共の秩序又は善良な

風俗から外れたり公衆

の衛生を害するおそれ

がある発明に対しては、

第 29 条第 1 項にかかわ

らず特許を受けること

ができない。 

ち、新規性、進歩性及び

産業上の利用可能性の

要件、及び／又は第 5
条及び第 6 条に規定さ

れる十分性、裏付け、明

確性の要件を満たして

いるか否かを判断する

ために、妥当な範囲にお

いて十分に完全な調査

が含まれると解釈すべ

きである。したがって、

「有意義な調査ができ

ない」との見解は、例え

ば、明細書、クレーム及

び図面が全体として不

明瞭である場合のよう

に、特定のクレームにつ

いて調査が全くできな

い例外的な状況に限定

すべきである。… 
 
9.05 クレームに単に科

学的又は数学的理論が
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則 63 に基づく手続

(B-VIII、3.1－3.4 参照)
は不要である。しかしな

がら、特定の方法に特徴

(薬物的処置と理学的処

置との組合せなど)があ

る場合は、有意義な調査

ができない可能性があ

る。調査部は，疑義のあ

る場合，規則 63(1)に基

づく求めを発行すべき

である(B-VIII，3.1 参

照)。 
… 

2.2 コンピュータ関連

発明及びビジネス方法 

 コンピュータ関連発

明及びビジネス方法を

対象としたクレームに

ついては、当該主題に技

術的特徴を与えている

技術的観点があまりに

公知であるためその技

(五)原子核変換方法を

用いて取得した物質 
(六)平面印刷物の図案、

色彩又は両者の組み合

わせによって作成され、

主に表示を機能とする

設計 
前項第(四)号で掲げ

た製品の生産方法に対

しては、本法の規定に基

づき特許権を付与 
することができる。 

存在するというだけの

理由で、そのクレームが

調査、予備審査からただ

ちに除外される訳では

ない。…数学的理論は純

粋に抽象的又は観念的

な方法は除外されると

いう原則の特定的な例

である。例えば、除算の

便法は除外されるが、そ

れに従って動作するよ

うに設計された計算機

は調査及び予備審査を

必要とする。 
… 
9.06 植物及び動物の品

種は調査から除外され

うるが、遺伝子組換え植

物及び人以外の遺伝子

操作された動物ならび

にこの種の発明を実施

する方法は、調査及び審

査が行われる。 
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術的観点が従来技術で

あることを誰も当然否

定しないという場合、こ

の観点に関連した技術

水準についての文献証

拠は不要である。… 

3. 有意義な調査が不可

能な場合 

… 

(i) 裏付けの欠如したク

レーム；不十分な開示 
… 

(ii) 簡潔性の欠如した

クレーム 
… 

(iii)明確性の欠如した

クレーム 
… 
(iv)第 76 条に反する分

割出願のクレーム；クレ

ームが出願日以降に提

出されており、当初提出

されていない主題が包

… 
9.07 事業活動、純粋に

精神的な行為の遂行又

は遊戯に関する計画、法

則又は方法は、抽象的又

は理論的特性を有する

もののさらなる例であ

る。除外を決定するもの

はクレームに記載され

た発明の関連する特定

の技術又は分類ではな

く、むしろクレームに記

載された発明の特性が

抽象的であるかどうか

であることに注意しな

ければならない。 
… 
9.08 手術又は治療によ

る人体又は動物の体の

処置方法及び人体又は

動物の体に実施する診

断方法は、機関が国際調

査又は予備審査の実施
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含されている出願

(B-VIII、6 参照) 
… 

が要求されない他の主

題事項である。しかし、

それらの方法で使用す

る手術、治療、診断のた

めの器具や機器につい

ては調査及び予備審査

を実施すべきである。 
… 
9.11 情報の内容のみで

特徴付けられる情報の

提示は、規則 39 と 67
に基づいて除外され得

る。…しかし、もし、コ

ード化された情報の提

示が、技術的性質を持

つ、又は、情報媒体、プ

ロセス又は装置に対し

て構造的・機能的関係の

両方を持つ場合、これら

は情報媒体に関連する

主題事項として、又は、

情報を提示するための

プロセス又は装置に関
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連する主題事項として、

審査されるべきである。 
… 
9.15 機関が調査及び審

査を行う態勢の範囲外

のコンピューター・プロ

グラムは、除外される主

題事項である。…しか

し、コンピューター実行

可能プログラムの自然

言語記述、又は、自己文

書化コードが、明細書及

びクレームに含まれて

いる限りにおいては、機

関は、除外の条件に関す

る関連するガイドライ

ンに従うことを条件と

して、そのような明細書

に基づいて調査及び予

備審査を行う「態勢にあ

る」とみなされるべきで

ある。 
… 
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9.19 明細書、クレーム

又は図面が有意義な調

査が行えない程度に、所

定の要件を満たしてい

ない、つまり、特定のク

レームについて調査が

全く不可能な例外的な

状況があり得る（9.01
項参照）。しかし、出願

の一部が規定された要

件を満たさない場合で

あっても、明細書、クレ

ーム又は図面が十分理

解できる一定の状況に

おいては、調査の範囲を

決めるにあたり当該違

反を考慮しつつ、調査を

行う。 
… 
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先

行

技

術

調

査

｜

調

査

対

象

の

決

定

｜ 

 

2.1 調査対象 
(2)調査対象を決定する

際に考慮すべき事項 
①請求項に係る発明の

実施例も、調査対象とし

て考慮に入れる。 
②迅速・的確な審査に資

すると認められる場合

は、補正により請求項に

繰り入れられる蓋然性

が高いと判断される開

示事項も、過度に負担を

増大させない限り、調査

対象とすることができ

る。 

B 部 調査のための便

覧 

第Ⅲ章 調査の特徴 

3. 調査の主題 

3.1 調査の基礎  

調査は、明細書及び図

面(あれば)に適切な考

慮を払った上で、クレー

ムを基礎として行うべ

きである(第92条)。クレ

ームは、欧州特許の付与

時に、それにより与えら

れる保護の範囲を決定

する(第69条(1))。  

… 
3.5 クレーム補正の予

見性  

原則として、可能かつ

904 サーチの方法1 

… 

最初の調査は、通常、

最初の応答における出

願人の補正によって必

要とならない限り、審査

官が 2 回目の先行技術

調査を行う必要がない

ように行われるべきで

ある。(ただし、この最

初の調査後の最初のオ

フィスアクションにお

いて引用された先行技

術よりも実質的に関連

性の高い文献がないか

どうかを判断するため

に確認する場合は除

く。) 

第二部分 実体審査 

第７章 検索 

3.検索の主題 

3.6 説明書及びその添

付図面についての検索  

請求項により限定さ

れる技術、即ち、出願で

保護を請求する主題(以
下、出願の主題という)
について検索するほか、

審査官は、説明書及びそ

の添付図面に開示され

ており、当該出願の主題

をさらに限定している

その他の実体的内容に

ついて検索しなければ

ならない場合もある。出

願人が請求項を補正す

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

3. 調査手続 

3.5 調査する際の留意

事項 

(1)先行技術調査は、発

明の詳細な説明に記載

されている技術内容を

参照し、請求の範囲に記

載された技術内容に対

する均等物と認められ

るすべての技術内容を

包含する。 
この場合、均等物と認

められる技術内容は、発

明の詳細な説明に記載

されている内容とは多

少異なる技術内容をも

第１５章 国再調査 

完全な調査範囲 

15.21 国際調査は、原則

として、また可能かつ合

理的である限り、クレー

ムが対象にする、あるい

は補正後に対象となる

と合理的に予測される

事項の全体を対象とす

べきである。例えば、電

気回路に関する国際出

願に、機能及び操作方法

に関する一又は複数の

クレームが含まれると

ともに、明細書及び図面

に詳細なかつ重要なト

ランジスター回路の実

施例が含まれる場合、当

                                                   
1 904 How to Search 
…The first search should be such that the examiner need not ordinarily make a second search of the prior art, unless necessitated by amendments to the 
claims by the applicant in the first reply, except to check to determine whether any reference which would appear to be substantially more pertinent than 
the prior art cited in the first Office action has become available subsequent to the initial prior art search. The first search should cover the invention as 
described and claimed, including the inventive concepts toward which the claims appear to be directed. It should not be extended merely to add immaterial 
variants. 
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合理的である限り、調査

は、クレームが対象とし

ている主題、又はクレー

ムを補正した後に対象

になると合理的に予測

される主題の全部を包

含すべきである(ただし

単一性の欠如について

は、B-VII、1.3参照)。  

… 

 

 

最初の調査は、クレーム

が示している発明概念

を含む明細書、又は、ク

レームに記載された発

明を包含すべきである。

重要ではない変形例に

ついてまで単純に拡張

すべきではない。 

 

904.03 調査の実施2 

出願の審査に伴う論

点を迅速かつ適正に判

断するにあたり不可欠

なことは、その出願にお

る時に、それを請求項に

補充する可能性がある

からである。…但し、説

明書に記載しているも

ので、請求項に限定され

た技術方案との間に単

一性を有しない発明内

容については、検索しな

くても良い。補正によっ

て、単一性を有しない発

明内容を、出願で保護を

請求する主題として権

利要求書に記載するの

は許容されないからで

ある。(本部分第八章第

含めるようにする。 
… 
(2)独立項に対する先行

技術調査を行うととも

に、同一の分類範囲に属

する従属項についても

先行技術調査を同時に

進める。 
しかし、従属項は独立

項の特徴をすべて含む

ものであるため、独立項

と関連のある先行技術

が存在しないときには、

従属項について別途の

先行技術調査は不要で

該回路についても必ず

調査の対象に含めなけ

ればならない。しかし、

例えば、クレームの範囲

が広く、実施例が多数含

まれており、補正後のク

レームの主題を予測す

ることが困難な場合に

は、経済的理由により、

国際調査に制限が必要

となることもある。 

                                                   
2 904.03 Conducting the Search 
It is a prerequisite to a speedy and just determination of the issues involved in the examination of an application that a careful and comprehensive search、 
commensurate with the limitations appearing in the most detailed claims in the case、 be made in preparing the first action on the merits so that the second action 
on the merits can be made final or the application allowed with no further searching other than to update the original search. It is normally not enough that 
references be selected to meet only the terms of the claims alone、 especially if only broad claims are presented; but the search should、 in so far as possible、 also 
cover all subject matter which the examiner reasonably anticipates might be incorporated into applicant’s amendment. Applicants can facilitate a complete search 
by including、 at the time of filing、 claims varying from the broadest to which they believe they are entitled to the most detailed that they would be willing to 
accept. 
In doing a complete search、 the examiner should find and cite references that、 while not needed for treating the claims、 would be useful for forestalling the 
presentation of claims to other subject matter regarded by applicant as his or her invention、 by showing that this other subject matter is old or obvious. 
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ける最も詳細なクレー

ムにみられる限定に見

合った慎重かつ包括的

な調査を、本出願の最初

のオフィスアクション

の作成時に行い、これに

よって、当初の調査以上

の調査を必要とするこ

となく、本出願の第 2
のアクションを最終と

することができるよう

に、あるいは、当該出願

が特許されるようにす

ることである。 

単に範囲の広いクレ

ームしか示されていな

い場合に、特に、クレー

ムの文言のみを満たす

ような文献を選択する

だけでは、通常は、十分

ではない。寧ろ、審査官

は、可能な範囲におい

て、出願人の補正により

5.2.1.3 節 (3)を参照す

る) 
ある。 
… 
(4)先行技術調査は、請

求項に記載された発明

を基準に実施し、先行技

術調査に過度な更なる

努力を要しない場合、補

正書の提出に備えて、請

求の範囲には記載され

ておらず詳細な説明に

のみ記載されている発

明について先行技術調

査を行うことができる。 
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組み入れられることが

合理的に予測できる主

題事項の全体について

調査すべきである。 

 

出願人は、出願時に、

権利を受けられるもの

と信じる最も広い範囲

のものから、承服できる

と思われる最も詳細な

ものまで様々なクレー

ムを含めるようにする

ことで、完全な調査を促

すことができる。 
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先

行

技

術

調

査

｜

調

査

範

囲

｜ 

2.2 調査の手順 

(2)調査手法 

①各々の請求項に係る

発明が関連する技術分

野のすべての文献のう

ち、調査の経済上の理由

から、審査官自らの知

識・経験に基づき、関連

する先行技術文献が発

見される蓋然性が高い

と判断される範囲の文

献を調査することとす

る。… 

B 部 調査のための便

覧 

第Ⅱ章 総論 
3. 調査文献 

調査は、文献又はデー

タベース中の内部又は

外部の収集物について

行われる。これらの収集

物の内容は、たとえば、

語、分類記号又はインデ

キシングコード等によ

って体系的に利用可能

となっている。これら

は、主として各国の特許

文献であり、定期刊行物

及び他の非特許文献に

掲載された多数の記事

によって補完されてい

904.02 全体的な調査

のガイドライン3 

… 
 調査の分野を決定す

る際は、３種類の参考情

報の情報源、すなわち、

国内の特許公報(特許出

願公開を含む)、外国の

特許文献、非特許文献

(NPL)を考慮する必要

がある。審査官が、既に

確認した文献よりも関

連性が高い文献をその

情報源から発見できそ

うにないという合理的

な確信を抱いており、か

つ、その十分な根拠を示

すことができる場合を

第二部分 実体審査 

第七章 検索 

2. 審査用検索資料 

2.1 検索用専利文献 

発明専利出願の実体審

査における検索は主に、

検索用専利文献の中で

行われる。検索用専利文

献は主に、電子ファイル

形式(機械検索データベ

ースとディスク)の多国

専利文献、紙形式の国際

専利分類により配列さ

れる審査用検索書類及

び通し番号により配列

される各国の専利文献、

マイクロフィルム形式

の各国の専利文献を含

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

3.調査手続 

3.1 調査の範囲 

(1)先行技術調査は、技

術内容別に、体系的に整

理された文献を用いた

調査を基本とする。 
 
こうした文献の蓄積物

は、韓国特許庁の検索シ

ステムデータベースに

保管中である公報文献

をはじめとして、各国の

公報資料を基礎とし、定

期刊行物等に掲載され

た論文や、その他各種刊

行物と図書、紙資料のほ

第Ⅳ部 国際調査 

第 15 章 国際調査 

調査する分野 

 
15.39 国際調査を行う

国際調査機関は、その設

備で可能な限り多くの

関連ある先行技術を発

見するよう努力し、いか

なる場合においても、規

則 34 に規定される最小

限資料を調べるととも

に、WIPO のウェブサ

イト (www.wipo.int) に
あるサーチガイダンス

IPDL に列挙された関

連あるデータベース又

は他の調査資料を検討

                                                   
3 904.02 General Search Guidelines 
…When determining the field of search、 three reference sources must be considered - domestic patents (including patent application publications)、 
foreign patent documents、 and nonpatent literature (NPL). None of these sources can be eliminated from the search unless the examiner has and can 
justify a reasonable certainty that no references、 more pertinent than those already identified、 are likely to be found in the source(s) eliminated. The 
search should cover the claimed subject matter and should also cover the disclosed features which might reasonably be expected to be claimed. The field of 
search should be prioritized、 starting with the area(s) where the invention would most likely be found in the prior art.… 
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る(第 B-IX 章参照)。 
 
第Ⅸ章 調査資料 

1.1 調査部が利用可能

な資料の構成 

…この調査資料の体系

的に利用可能な部分は、

PCT 規則 34 及び PCT
規則 36.1(ii)に基づき国

際調査機関が必要とす

る最少限資料を含んで

おり、その最少限の要件

を幾分上回る範囲を対

象としている。 
… 
 
2. 体系的利用のために

整理された特許文献 

2.1 PCT 最少限資料 

体系的に利用可能な

調査資料には、PCT 規

則 34.1(b)(i)及び(c)に規

定された PCT 最少限資

除いて、これらの情報源

を調査から除外するこ

とはできない。調査は、

クレームの主題事項を

包含すべきであり、クレ

ームされることが合理

的に予測できる特徴も

包含すべきである。 
調査の分野は優先順

位をつけるべきであり、

先行技術から発明が発

見される可能性が高い

範囲から調査を開始す

べきである。 
… 

む。専利局における電子

ファイル形式の専利文

献は主に、中国発明専利

出願公開説明書、中国発

明登録説明書、中国実用

新案説明書、ヨーロッパ

特許出願公開説明書、特

許協力条約の国際出願

公開、米国特許公報、日

本特許公報と日本実用

新案公報及び多国専利

分類要約などを含む。専

利局における紙形式の

専利文献は主に、中国発

明専利出願公開説明書、

中国発明専利説明書、中

国実用新案専利説明書、

米国特許公報、ヨーロッ

パ特許出願公開説明書、

特許協力条約の国際出

願公開及び多国専利分

類要約などを含む。 
 

か、マイクロフィッシュ

(fiche)及び CD-ROM、

DVD-ROM 等を含む。 

すべきである。 
 
(参考) 
PCT 規則 

第三十四規則 

最小限資料 

３４．１ 定義 
… 
(b)第十五条(4)に規定す

る資料（「最小限資料」）

は、次のものから成る。 
(i)(c)に掲げる「国内特許

文献」 
(ii) 公 表 さ れ た 国 際

(PCT)出願、特許又は発

明者証の公表された広

域出願並びに公表され

た広域特許及び広域発

明者証 
(iii)公表された非特許

文献のうち国際調査機

関が合意するものであ

つて最初の合意の際に



参考資料２ 

18 
 

 日本の審査基準 欧州のガイドライン 米国のＭＰＥＰ 中国の審査指南 韓国の審査指針書 ＰＣＴガイドライン 

料に属する国内特許文

献が含まれる。 
また、公開された国際

(PCT)出願及び広域(欧
州など)特許出願、特許

及び発明者証も含まれ

る (PCT 規 則

34.1(b)(ii))。 
PCT 最小限資料の全内

容の一覧については、

WIPO ウェブサイトで

閲覧可能である。 
2.2 未公開特許出願 

最初の調査の時点で

未公開であった抵触出

願まで完全に調査する

ことは審査部に付託さ

れるので、調査報告書で

引用することができる

文献には、未公開特許出

願を含めない(B-VI、4.1
参照)。 

2.2 検索用非専利文献 

審査官は専利文献の中

で検索を行うほか、検索

用非専利文献も調査し

なければならない。検索

用非専利文献は主に、電

子ファイル形式又は紙

形式での国内外の科学

技術関連の書籍、刉行

物、索引ツール及びマニ

ュアルなどを含む。 

及び変更の都度国際事

務局によつて一覧表に

おいて公表されるもの 
(c)「国内特許文献」は、

(d)及び(e)の規定に従う

ことを条件として、次の

ものとする。 
(i)アメリカ合衆国、スイ

ス(ドイツ語及びフラン

ス語のものに限る。)、
旧ソヴィエト連邦、旧ド

イツ特許庁、日本国、フ

ランス及び連合王国に

よつて千九百二十年以

後に発行された特許 
(ii)大韓民国、ドイツ連

邦共和国、中華人民共和

国及びロシア連邦によ

つて発行された特許 
(iii)(i)及び(ii)に掲げる

国において千九百二十

年以後に公表された特

許出願 
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… 

先

行

技

術

調

査

｜

調

査

の

終

了

｜ 

 

2.2 調査の手順 

(3)調査の終了 
①請求項に係る発明及

び発明の詳細な説明に

記載された当該発明の

実施例について、単独で

新規性・進歩性を否定し

得る文献を発見したと

きは、その請求項に関す

る限り、調査を終了する

ことができる。 
ただし、過度の負担な

く他の実施例について

も調査を行うことがで

きる場合は、更に調査を

続行することが望まし

B 部 調査のための便

覧 

第Ⅳ章 調査手続及び

その戦略 

2.6 調査の終了  

必要な努力を重ねて

も更に関連性のある先

行技術を発見する確率

が非常に低くなる場合

は、効率的理由から、審

査官は自己の判断で調

査を終了させる。調査し

ている分野で些細な又

は一般的な知識となっ

ている特徴であって、そ

れを適用しても進歩性

 第二部分 実体審査 

第七章 検索 

3.6 説明書及びその添

付図面についての検索  

請求項により限定され

る技術、即ち、出願で保

護を請求する主題 (以
下、出願の主題という) 
… 

 

8.1 検索の限度 

理論上から言うと、如

何なる完全な検索でも、

全面的かつ徹底的な検

索でなければならない。

しかし、コストの合理性

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

3.4 調査の終了 

(1)先行技術調査の途中

で、当該請求項について

新規性や進歩性を十分

に否定し得る先行技術

が発見された場合には、

その時点でその請求項

に対する先行技術調査

を終了することができ

る。 
(2)特定の出願の場合、

完璧な先行技術調査の

ためには過度な時間と

労力が所要され得るた

調査の終了 

15.57 必要とされる努

力に対して、より関連す

る先行技術を発見でき

る可能性が極めて低く

なった場合には、経済的

理由により、審査官は調

査を終了することを適

切に判断することが求

められる。進歩性を有さ

ず、証拠書類が必要でな

いと思われるような、公

知のものであることが

直ちにかつ確実に立証

することができる出願

の特徴は別として、クレ
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い。 
②関連性の高い先行技

術文献等が充分に得ら

れたとき、又は、調査範

囲において、より有意義

な関連先行技術文献等

を発見する可能性が非

常に小さくなったとき

は、調査を終了すること

ができる(注)。 
 
(注)請求項に記載され

たマーカッシュ形式の

化学物質が極めて広範

囲で、その実施例が多岐

にわたり、過度の調査負

担を伴わない範囲で調

査対象のすべてについ

て調査することが極め

て困難な場合において

は、その過度の調査負担

を伴わない範囲内のす

べての調査を既に行っ

に影響しないものを除

き、クレームに係る発明

の主題全部及びそれに

関する明細書の詳細に

は新規性がないことを

明確にしている文献が

発見された場合にも、調

査を中止することがで

きる。ただし、抵触する

出願の調査は、それが利

用可能な文献に存在し

ている範囲まで常に完

了させるべきである。 

を考えれば、検索には一

定の限度があるべきで

ある。審査官は検索して

得られた対比文献の数

や質に基づき、随時に検

索を中止すべきかを決

定しなければならない。

考慮の原則は検索に費

やす時間、手間、コスト

が、予期される結果とふ

さわしいものでなけれ

ばならないということ

である。 
 

8.2 検索を中止できる

幾つかの状況 

検索の過程において、以

下に挙げられる状況の

いずれ１つが発生する

場合、審査官は検索を中

止して良いとする。 
(1)審査官は出願におけ

る全ての主題と密接に

め、審査官は、用い得る

時間と費用の限度内で

より完璧な先行技術調

査を行うことができる

よう、最大限効率的な方

法を講じた後、合理的な

判断により有効な先行

技術が発見されなかっ

た場合でも調査を終了

することができる。 

ームに含まれる、又はク

レームに含まれること

が合理的に予測される

主題事項全体の新規性

の欠如を明らかに示す

一つ又は複数の文献が

発見された場合にも、国

際調査を終了すること

ができる。したがって、

クレームに係る実施態

様のうち一部のものだ

けに新規性の欠如が示

される場合、たとえそれ

が見解書において新規

性の欠如の見解をもた

らすとしても、審査官は

調査を終了すべきでは

ない。当業者がクレーム

に記載された分野全体

において当該発明を作

り、使用することができ

るようにクレームに係

る発明が明瞭に完全に
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ていることを前提とし

て、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)
に該当するときには、調

査を終了することがで

きる。 
なお、この場合には、

拒絶理由を通知する際、

すべての調査対象につ

いて調査を行うことな

く調査を終了した旨と、

調査した範囲について、

「先行技術文献調査結

果の記録」に記載する。 
(i)請求項に記載された

選択肢によって表現さ

れる化学物質群であっ

て、実施例として記載さ

れた化学物質を含むも

の(実施例に対応する特

定の選択肢で表現され

た化学物質群)の少なく

とも 1 つについて、その

新規性等を否定する先

関わる対比文献を見つ

け出しており、それが出

願の全ての主題の全部

の技術的特徴を明確に

開示しているか、又はそ

れに開示された内容に

より、属する技術分野の

技術者が権利要求書に

おける全ての技術方案

を導くことになると判

断している。つまり、審

査官は当該対比文献が

単独で、出願の全ての主

題の新規性又は創造性

に影響しており、検索報

告に規定されたX文献

又はE文献となること

と判断している。 
(2)審査官は2件又は複

数の出願の全ての主題

と密接に関わる対比文

献を見つけ出しており、

かつ出願の属する技術

記述されていなければ

ならないという要件、ク

レームに係る発明が明

細書により十分に裏付

けられなければならな

いという要件、又は産業

上の利用可能性の要件

に関して未解決の問題

があり、これらの問題が

追加の先行技術により

明確にすることができ

る場合には、審査官は調

査を継続できる。15.48
項を参照。文献がインタ

ーネット上で公開され

ており、その公開日につ

いて疑義がある場合（規

則 64.1 の規定に基づく

基準日より前に公開さ

れたものか明らかでな

い場合等）、審査官は、

当該インターネット上

の公開が検索されなか
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行技術文献等を、少なく

とも 1 つ既に発見して

いるとき。 
(ii)上記実施例に対応す

る特定の選択肢で表現

された化学物質群のす

べてについて既に調査

を行っており、かつ、そ

れ以外の選択肢で表現

される化学物質群につ

いての調査によって、請

求項に係る発明の新規

性等を否定する先行技

術文献等を、少なくとも

1 つ既に発見している

とき。 

分野の技術者が容易に

それらを結合させて、権

利請求書にある全ての

技術方案を導くことに

なると判断している。即

ち、審査官はこれらの対

比文献を結合させると、

出願の全ての主題の創

造性に影響し、検索報告

に規定されたY文献と

なることと判断してい

る。 
(3)審査官は自らの知識

や執務経験により、密接

に関わる対比文献を見

つけ出すことはできな

いか、又は予期される結

果が、費やされる時間、

手間、コストに比べて、

相応しくないものであ

り、検索し続ける価値が

ないと判断している。  
(4)審査官は公衆から提

ったものとして、調査を

継続すべきである。 
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供された情報の中、又は

出願者から提出された

もので、外国でその出願

について検索した資料

又は審査の結果資料の

中から、前述の(1)又は

(2)で述べた密接に関わ

る対比文献(通常は検索

報告に規定された X 又

は Y 文献である)を見つ

け出した。 
２

回

目

以

降

の

先

行

技

術

調

査 

 C 部 実体審査での手

続事項に関する便覧 

第Ⅳ章 答弁の審査及

び後の審査段階 

7.2 審査中の追加調査 

補正の最初の段階又

は後のいずれの段階で

追加調査が必要となる

ことがある。追加調査を

実施する理由は幾つか

ある。 
(1)規則63に基づく調査

 第七章 先行技術調査 

11. 追加検索 

出願の実体審査にお

いて、以下に挙げられる

状況の1つに当たる場

合、より適切な対比文献

を獲得するため、審査官

は出願について追加検

索を行わなければなら

ない。 
(1)出願人が請求項を補

正したため、当初の検索

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

7.追加検索 

 審査を進行するうち

に、追加的に検索をしな

ければならない場合が

ある。審査官は、出願の

審査が次に該当する場

合には、追加検索を進め

る。 
①意見書、面接、情報提

供等を通じて出願発明
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報告に代わる宣言書又

は部分的調査書が、規則

63(1)に基づく求めの発

行後の調査段階で発行

され(B-VIII、3.1 及び

3.2 参照)、規則 63 に基

づく有意義な調査の実

施を不可能にした不備

が、規則 137(5)を遵守

した補正により是正さ

れた場合又は審査官の

意見に対する出願人の

主張が受け入れられた

場合 (H-II、6.1 参照)。 
(2)規則 62a に基づく調

査報告書の限定に繋が

る(B-VIII、4.1 及び 4.2
参照)、同一のカテゴリ

ーに属する複数の独立

クレームについて、こう

したクレームは、実際

は、規則 43(2)に規定の

例外により正当である

では補正された請求項

の範囲を含まない； 
(2)出願人が釈明をした

ため、当初の検索が不完

全、不的確なものになっ

た； 
(3)第1回拒絶理由通知

書の前の検索は、不完全

又は不的確なものであ

る； 
(4)拒絶理由の変更によ

り、既に行われた検索が

不完全又は不的確なも

のになったため、検索分

野を増加又は変更する

必要がある。 
復審後の継続審査過

程においても、もし前述

した状況が発生したな

らば、追加検索を行わな

ければならない。 
また、本章第4.2節(2)

に述べた抵触出願とな

の不完全な理解が検索

に影響を与えたと判断

される場合 
②最初の検索において

除かれていた詳細な説

明にのみ記載された技

術事項が補正により特

許請求の範囲に含まれ

た場合 
③一特許出願の範囲を

逸脱しているという理

由で、最初の検索におい

て除かれた請求項に係

る発明について審査を

しようとする場合 
④出願に係る発明に対

して、特許法第29条第3
項の他出願となり得る

国際特許出願が国内段

階に移行し、翻訳文が提

出されることが予想さ

れる場合 
⑤その他追加的な検索
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との出願人の主張が受

け 入 れ ら れ た 場 合 
(F-IV、3.2 参照)。 
(3)発明の単一性の欠如

の拒絶の理由のため、出

願の特定箇所の調査が

実施されておらず、出願

人が提出した意見書に

より審査部が単一性が

あるとの心証を得た場

合 
(4)クレームが補正され

たためこのクレームの

範囲が当初の調査対象

から外れてしまった場

合 
(5)規則61に基づく調査

報告書が、周知である

(B-VIII、2.2(ii)参照)と
の理由で先行技術を示

さなかった技術的特徴

について、審査部が、周

知であるとの見解を受

り得る、中国を指定した

国際専利出願書類につ

いては、出願に対して専

利権を付与する旨の通

知を出す前に、追加検索

により、中国国内段階に

移入しているか、中国語

での公開が成されたか

を調べなければならな

い。 

が必要と認められる場

合 
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け入れられなかった場

合 
(6)ある特徴について、

常識であるとの理由で

先行技術が示されなか

った場合であって、審査

部がその見解を受け入

れられなかった場合又

は出願人が常識である

との判断に反論した場

合(G-VII、2、3.1 参照) 
(7)例外的に、出願人が

先行技術の認識に誤

りがあったことを認

めた場合(G-VII、5.1 参

照)又は審査官が調査

の際には考慮されな

かった技術分野から

自明性に関する文献

が発見されると確信

している場合 
(8)最後に、出願人が出

願日以後に新たな優先
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権 主 張 を し た 場 合 
(C-III、6 参照) 

調

査

機

関

・

外

国

特

許

庁

の

結

果

の

利

用 

2.2 調査の手順 

(2)調査手法 
①各々の請求項に係る

発明が関連する技術分

野のすべての文献のう

ち、調査の経済上の理由

から、審査官自らの知

識・経験に基づき、関連

する先行技術文献が発

見される蓋然性が高い

と判断される範囲の文

献を調査することとす

る。 
②調査機関(外国特許庁

を含む。)の調査結果を

活用する場合であって、

審査官自らの知識・経験

に基づき、調査機関によ

る調査結果に基づいて

審査を的確かつ効率的

に行うことができると

B 部 調査のための便

覧 

第Ⅳ章調査手続及びそ

の戦略 

1.調査に先立つ手続 

1.3 出願で引用又は提

供された文献  

 

特許審査結果利用ス

キームに基づき…優先

権主張する出願につい

て、出願人は最初の出願

の受理官庁によってな

された調査結果の写し

を提出しなければなら

ない(詳細については、

A-III、6.12参照)。  

最初の出願の受理官庁

が取得した先行技術情

報が、調査が完了する前

に利用可能となった場

 第二部分 実体審査 

第七章 検索 

5.検索前の準備 

5.1 関係書類の閲覧 

出願人が外国の検索

報告を提出した場合、審

査官は検索報告に引証

された書類、特にその中

の出願の主題の新規性、

創造性に影響を与える

書類を閲読しなければ

ならない。 

第５部 審査手続 

第２章 先行技術調査 

2.調査前の手続 

(3)当該出願と関連して

外国特許庁又は調査機

関に事前に行われた調

査結果がある場合には、

その調査結果を検討し

て活用することができ

るか否かを確認しなけ

ればならない。 
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判断される場合には、自

ら先行技術調査を行う

ことを要しない。審査官

が追加的に先行技術調

査を行う場合には、当該

調査機関が調査を行っ

た範囲においてより有

意義な先行技術文献が

発見される蓋然性が高

いと判断される場合を

除き、当該調査機関が調

査を行った範囲を調査

範囲から除外すること

とする(外国関連出願の

審査における外国特許

庁の先行技術調査結

果・審査結果の利用につ

いては、「(別添)外国特

許庁の先行技術調査・審

査結果の利用ガイドラ

イン」参照)。 

合、審査官は調査の引用

文献を確認し、審査との

関連性や調査戦略の定

義における関連性を評

価すべきである。  
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拒

絶

理

由

通

知

の

記

載

事

項 

4.2 拒絶理由通知を行

う際の留意事項 

拒絶理由通知には、拒

絶の理由を、出願人がそ

の趣旨を明確に理解で

きるように具体的に指

摘しなければならない。

また、拒絶の理由とそれ

に対する出願人の応答

は、特許庁における手続

においてのみならず、後

に特許発明の技術的範

囲を確定する際にも重

要な資料となるから、拒

絶の理由は、第三者から

みても明確でなければ

ならない。 
 

具体的には、以下の点

に留意して拒絶理由を

通知する。 
(1)拒絶理由は、出願人

が理解しやすいように

C 部 実体審査での手

続事項に関する便覧 

第Ⅲ章 審査の第一段

階 

4.1 拒絶理由 

調査見解書は、各拒絶

理由において、条文又は

規則によって、又は他の

明確な記載によって、出

願の欧州特許条約の要

件を満たしてない箇所

を示すべきである。これ

はただちには明確では

ない拒絶理由について

も示すべきである(詳細

については B-XI、3.2
参照)。 

706 クレームの拒絶 

(c) クレームの拒絶  

(2)新規性又は非自明性

欠如を理由としてクレ

ームを拒絶するときは、

審査官は、同人が利用す

ることができる最善の

文献を引用しなければ

ならない。文献が複雑で

あるか、又は出願人によ

ってクレームされてい

ない発明を示している、

若しくは記述している

場合は、根拠とする部分

ができる限り正確に示

されなければならない。

各文献の適切性が明ら

かでない場合は、その適

切性が明瞭に説明され、

また、拒絶されるクレー

ムが特定されなければ

ならない。 

第二部分 実体審査 

第８章 実体審査手続 

4.10 1 回目の拒絶理

由通知書 

4.10.1 総括的要求 

… 
審査官は拒絶理由通

知書の正文において、専

利法及びその実施細則

に基づいて拒絶理由を

具体的に記述しなけれ

ばならない。拒絶理由は

明確かつ具体的なもの

であって、出願人が出願

にあった拒絶理由を明

瞭に把握できるように

しなければならない。 
いかなる場合でも、拒

絶理由で理由を説明し、

結論を明確にするとと

もに、専利法若しくは専

利法実施細則における

該当の条項を引用しな

第５部 審査手続 

第３章 審査進行 

5.1 拒絶理由を通知す

る際の留意事項 

… 

(2)拒絶理由を通知する

ときは、拒絶の根拠とな

る条文を明示しなけれ

ばならない。また請求項

が二以上ある場合には、

拒絶理由がある請求項

を明示し、当該請求項の

具体的な拒絶理由を通

知する。詳しい記載方法

は、「5.4 請求項別審査

方法」を参照する。 
 
(3)拒絶理由は、出願人

が理解し易いように明

確かつ簡潔に記載する。

特に、次の事項に留意し

なければならない。 
①進歩性判断に関連し

 



参考資料２ 

30 
 

 日本の審査基準 欧州のガイドライン 米国のＭＰＥＰ 中国の審査指南 韓国の審査指針書 ＰＣＴガイドライン 

できるだけ簡潔かつ平

明な文章で、要点をわか

りやすく記載する。 
(2)請求項ごとに判断で

きない拒絶理由(明細書

全体の記載不備、新規事

項の追加等)を除き、新

規性・進歩性等の拒絶理

由は請求項ごとに示す

こととし、拒絶理由を発

見した請求項と拒絶理

由を発見しない請求項

とが識別できるように

する。その際、拒絶理由

における対比・判断等の

説明が共通する請求項

については、まとめて記

載することができる。 
… 
(6)先行技術文献等の引

用に際しては、以下の点

に留意する。 
①引用文献等を特定す

ければならない。ただ

し、個人的感情の入った

文言を書き入れてはな

らない。出願人が要求に

合致した補正をなるべ

く早く行えるために、必

要に応じて、審査官は補

正について出願人の補

正時の参考に供する助

言を提示してもよいと

する。… 

た先行技術は、拒絶理由

の論理構成に必要な最

小限の引用文献のみを

引用し、引用文献中に拒

絶の根拠となる条文を

明示する。 
②発明が出願前に公知

であったか、又は公然実

施されたという点を挙

げて新規性又は進歩性

を否定しようとする場

合には、公知又は公然実

施された事実を具体的

に指摘する。 
③発明の詳細な説明の

記載が不備である旨を

理由に、拒絶理由を通知

する場合には、その不備

の部分及びその具体的

な理由を指摘する。 
(4)進歩性がない旨の拒

絶理由を通知するとき

には、請求項に記載され
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るとともに、請求項に係

る発明と対比・判断をす

るのに必要な引用箇所

がわかるようにする。 
②引用文献等の記載か

ら認定される技術的内

容を、明確に示す。 
③拒絶理由の構成に必

要かつ十分なもののみ

を引用し、不必要に多く

の先行技術文献等を引

用すべきではない。 

た発明にもっとも近い

引用発明との相違点を

明確に記載しなければ

ならない(第 3 部第 3 章

5.1 進歩性判断の手続

参照)。ただし、新規性

がない旨の拒絶理由と

進歩性がない旨の拒絶

理由を共に通知する場

合に限り、引用発明との

差異を記載しないこと

ができる。… 

意

見

書

・

補

正

書

等

が

提

出

さ

れ

た

4.3.2 一回目の拒絶理

由通知に対する意見

書・補正書等の検討 

一回目の拒絶理由通

知に対して、意見書・補

正書等が提出されたと

きは、審査官は以下の要

領で審査を進める。 
 
(1)意見書・補正書等の

内容の検討 

 706.07 最終拒絶 

特許規則 1.113 最終の

拒絶又は指令 

(b)最終拒絶をするとき

は、審査官は、その出願

のクレームに関して適

用できると考えられる

拒絶事由の全てを反復

し又は記述し、それを支

持している理由を明示

しなければならない。 

第二部分 実体審査 

第八章 実体審査手続 

6.1.4 拒絶査定の正文

の作成 

6.1.4.1 案件の事由 

案件の事由の部分で、

出願の審査過程を簡潔

に陳述しなければなら

ない。とくに拒絶査定に

関連している状況、つま

りそれまで各回の拒絶

第５部 審査手続 

第３章 審査進行 

12.2 拒絶決定 

(3)拒絶決定をするとき

には、解消されない全て

の拒絶理由に対して意

見書において主張した

出願人の意見、補正内容

に対する審査官の判断

および解消されないす

べての拒絶理由を明確
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場

合

や

拒

絶

査

定

の

際

の

留

意

事

項 

意見書・補正書等の内

容を十分に検討し、先に

示した拒絶理由が解消

されたかどうかを判断

する。 
 
  特に、拒絶理由通知に

対して補正がなされず、

意見書のみが提出され

た場合は、意見書の内容

を十分に参酌し、拒絶理

由通知で指摘した拒絶

理由が解消されたかど

うかを検討する。 
… 

 

7.2 拒絶査定 

拒絶理由通知に対す

る応答によっても、通知

した拒絶理由が解消さ

れていないときは、拒絶

理由通知が「最初」のも

のであるか「最後」のも

… 

見解の陳述 

最終拒絶をするとき

には、記録されている全

ての未決着の拒絶の見

解が注意深く見直され、

かつ、最終拒絶において

根拠とされる拒絶の見

解が再度記載されなけ

ればならない。それらは

また、それ以前の 1 件の

庁指令がその拒絶を支

持する完全な陳述を含

んでいる場合を除き、出

願人が審判請求をする

ことが得策であるか否

かを容易に判断するこ

とができるように、明確

に述べられていなけれ

ばならない。 

理由 (用いた証拠を含

む)及び出願人の応答の

概要、査定につながった

出願の欠陥、及び拒絶査

定の対象となる出願書

類など。 
 

6.1.4.2 拒絶査定の理

由 

拒絶査定の理由の部

分では、審査官は拒絶査

定の根拠になる事実、理

由と証拠について詳し

く論述し、とくに以下各

号の要求に注意を払わ

なければならない。 
(1)法令の条項を正確に

選定・運用すること。同

時に専利法及びその実

施細則の異なる条項に

基づいて出願を拒絶査

定することができる場

合には、その中で最も適

に指摘する。 
(4)二以上の請求項があ

る特許出願において、一

つの項でも拒絶理由が

ある場合には、その特許

出願に対して拒絶決定

をしなければならない。 
(5)すでに通知した拒絶

理由以外に、新たな先行

技術文献を追加するな

ど無理な理由により拒

絶決定をしてはならず、

新たな先行技術を引用

しようとするときには、

再度、拒絶理由通知をし

なければならない。 
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のであるかにかかわら

ず、拒絶査定をする(第
49 条)。 

なお、補正が却下すべ

きものであるときは、却

下の決定とともに拒絶

査定をする。 
 

具体的には、以下の点

に留意する。 
(1)解消されていないす

べての拒絶理由を示す。

その際、拒絶理由がどの

請求項に対して解消さ

れていないのかがわか

るように、簡潔かつ平明

な文章で記載する。な

お、対比・判断等の説明

が共通する請求項につ

いては、まとめて記載す

ることができる。 
(2)意見書において争点

とされている事項につ

合した、主導的地位にあ

る条項を、拒絶査定を下

す主要な法的根拠とし

て選定するとともに、出

願におけるほかの実質

的な欠陥を簡潔に指摘

しなければならない。 
(2)説得性のある事実、

理由と証拠が拒絶査定

を下す根拠とされ、そし

てこれらの事実、理由と

証拠についてのヒアリ

ングが、本章第 6.1.1 節

に述べた出願の拒絶査

定の条件に合致してい

る。 
(3)専利法22条の規定に

合致しておらず、そして

補正が施されても、専利

権が付与されない出願

については、各請求項を

逐一に分析しなければ

ならない。 
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いては、それに対する審

査官の判断を明確に記

載する。 
(3)通知した拒絶理由に

とらわれて、新たな先行

技術文献を追加的に引

用するなど、無理な拒絶

の査定をしてはならな

い。拒絶査定において

は、周知技術又は慣用技

術を除き、新たな先行技

術文献を引用してはな

らない。 

拒絶査定の理由は、充

分に完備しているもの

で、説明の徹底性、論理

の厳密性、用語の適切性

を備えなければならな

い。法令条項を引用する

だけであったり、或いは

結論だけを述べてはな

らない。審査官が拒絶査

定の理由の部分におい

て、出願人の弁明意見に

ついて簡潔なコメント

をしなければならない。 
解

消

し

て

い

な

い

拒

絶

理

由

が

あ

7.2 拒絶査定 

拒絶理由通知に対す

る応答によっても、通知

した拒絶理由が解消さ

れていないときは、拒絶

理由通知が「最初」のも

のであるか「最後」のも

のであるかにかかわら

ず、拒絶査定をする(第

49 条)。 

C 部 実体審査での手

続に関する便覧 

第Ⅳ章 答弁の審査及

び後の審査段階 

3. 答弁審査時の新た

なアクション 

… 
しかしながら、大抵の場

合、出願人からの答弁を

審査した結果、手続を肯

706 クレームの拒絶 

II．形式における不備又

は限定の脱漏；他の点で

は特許可能なクレーム 

出願が特許可能な主

題を開示しており、ま

た、そのクレーム及び出

願人の主張から、そのク

レームは特許可能な主

題を対象としていると

第二部分 実体審査 

第八章 実体審査手続 

6.1 拒絶査定 

6.1.1 出願を拒絶査定

する条件 

… 

拒絶査定は一般的に、

2 回目の拒絶理由通知

書の後に下すべきであ

るが、出願人が、1回目

第８部 ポジティブ審

査基準 

第１章 補正方向の提

示によるポジティブ審

査基準 

１．概要 

 審査官は、拒絶理由の

通知時に補正方向を提

示して、出願人が適正な

権利を迅速に確保する
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る

場

合

の

審

査

・

補

正

の

示

唆 

 定的な結論に導く良好

な見込みが、つまり特許

査定という形で、あるこ

とが判明する。このよう

な場合、審査官は、出願

に依然として拒絶の理

由がある場合でも、書面

による新たな通知の送

付、電話による意見交

換、面接など最善の方法

で拒絶の理由を解消で

きるよう検討すべきで

ある。  

思われるが、現在のクレ

ームは、形式における不

備又は発明を限定する

事項の欠落が理由とな

り、許可を受けることが

できない場合は、審査官

は、そのクレームについ

ての単なる形式不備拒

絶又は特許性拒絶に留

まるべきではない。審査

官の行動は、本質的に建

設的でなければならず、

また、可能な場合は、補

正のための明確な示唆

をすべきである。 

の拒絶理由通知書で指

定する期限以内におい

て、通知書で指摘された

拒絶査定につなげる欠

陥に対して、説得性のあ

る意見陳述及び/又は証

拠を提出しておらず、そ

して、当該欠陥について

の出願書類の補正も施

していないか、或いは補

正では字の間違いの訂

正や表現の変化にとど

まるもので、技術方案を

実質的に変更していな

い場合には、審査官は直

接に拒絶査定を下して

よいとする。 

ようにすることができ

る。 

… 

 

第２章 職権補正 

１．職権補正制度の概要 

… 

 審査官の職権による

補正制度は、…拒絶理由

通知をせずともより簡

便な方法で単純な記載

の誤りを修正すること

ができるようにするこ

とにより、審査遅延を防

止し登録明細書の完璧

を期そうと設けた制度

である。 

しかし、明細書等を明

確に記載する責任は原

則的に出願人にあり、…

審査官による職権補正

制度は出願人による補

正の例外として制限さ
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れた範囲内で補充的に

運営される必要がある。 

… 

 

第３章 拒絶理由通知

の再通知 

(1)拒絶理由を通知した

後、…出願を再び審査し

た結果、拒絶理由があ

り、その拒絶理由が既に

通知した拒絶理由であ

る場合には、再び拒絶理

由を通知せず、拒絶決定

するのが原則であるが、

出願人が拒絶理由を解

消するための補正意志

等を明確に表示したの

に、単にそのような補正

が補正書から脱落した

ものとみられる場合に

は、一定の要件下で同一

な拒絶理由を再び通知

することができる。 
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… 

選

択

肢

で

表

現

さ

れ

た

事

項

を

含

む

発

明 

2.1 調査対象 

(1) 調査対象の決定 
特許請求の範囲に記

載された発明のうち、

「第Ⅰ部第 2 章 発明

の単一性の要件」の「3.1 
審査対象の決定」に示し

たところに照らして審

査対象となる範囲を調

査対象とする(「第Ⅰ部

第 2 章 発明の単一性

の要件」参照)。 
 

第I部第2章 発明の単

一性の要件 

2. 発明の単一性の判断 

2.1 発明の単一性の判

断対象 

発明の単一性は、特許

請求の範囲に記載され

た発明間で判断する。 
通常は、「請求項に係る

   第５部 審査手続 

第３章 審査進行 

5.3.1 「最初拒絶理由

通知」としなければなら

ない場合 

(3)拒絶理由通知後に補

正された詳細な説明又

は請求範囲に存在する

拒絶理由であっても、そ

の拒絶理由が補正によ

り発生したものではな

く、最初拒絶理由通知時

にも詳細な説明又は請

求範囲に存在していた

拒絶理由である場合、最

初拒絶理由として通知

しなければならない。 
… 
(例 2)一つの請求項に記

載された二以上の発明

中、一部に対してのみ拒

絶理由を通知し、残りの

 



参考資料２ 

38 
 

 日本の審査基準 欧州のガイドライン 米国のＭＰＥＰ 中国の審査指南 韓国の審査指針書 ＰＣＴガイドライン 

発明」間で判断するが、

一の請求項において発

明特定事項が形式上又

は事実上の選択肢（以下

「選択肢」という。）で

表現されている場合に

は、各選択肢間について

も発明の単一性を判断

する。 
 
4.3.3.2 二回目以降で

あっても「最初の拒絶理

由通知」とすべき場合 

… 

(1)一回目の拒絶理由通

知をするときに審査官

が指摘しなければなら

ないものであったが、そ

の時点では発見できな

かった拒絶理由を通知

する場合 
… 
(2)一回目の拒絶理由通

発明に対して拒絶理由

を通知する場合、その請

求項が拒絶理由通知に

従って補正されたとし

ても最初拒絶理由を通

知しなければならない。 
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知において示した拒絶

理由が適切でなかった

ために、再度、適切な拒

絶理由を通知しなおす

場合 

(仮訳の出典について) 
ＰＣＴガイドライン、米国のＭＰＥＰ：特許庁ホームページ 

欧州のガイドライン、中国の専利法及び審査指針、韓国の審査指南書：独立行政法人日本貿易振興機構ホームページ(特許庁ホームページからリンク。) 
韓国の特許法：崔達龍国国際特許法律事務所のホームページ(特許庁ホームページからリンクされた独立行政法人日本貿易振興機構ホームページからのリンク)。 
なお、出典に翻訳がないもの、出典の翻訳が最新版でないものは、事務局による翻訳。 

          


